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はじめに

本報告書は，行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８６号）

第６条第１項の規定により作成した法務省政策評価に関する基本計画（平成２６年

４月２５日決定。平成３０年４月１日最終改定）に基づき，本年度実施した事前評

価の結果を取りまとめたものである。

なお，本報告書の作成に当たっては，政策評価懇談会委員の意見等を参考とした。
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政 策 体 系

基本政策

政策

施策

Ⅰ 基本法制の維持及び整備

１ 基本法制の維持及び整備（事前規制型社会から事後チェック・救済型社会への転換，社会経済構

造の変革に対応した基本法制の維持及び整備を行う。）

(1) 社会経済情勢に対応した基本法制の整備（情報化・国際化等の取引社会の変化に対応した民

事基本法制の整備及び社会経済情勢により変化する犯罪状況に的確に対応することができる

刑事基本法制の整備により，国民が豊かな創造性とエネルギーを発揮する社会の実現と，我が

国の経済の活力の維持・向上に資するとともに，「事後チェック・救済型社会」の基盤を形成

し，社会の安定に資するものとする。）

２ 司法制度改革の成果の定着に向けた取組（社会の複雑・多様化，国際化等がより一層進展する中

で，事前規制型社会から明確なルールと自己責任原則に貫かれた事後チェック・救済型社会への転

換を図り，自由かつ公正な社会を実現していくために，司法制度改革の成果の定着を図り，司法の

機能を充実強化する。）

(1) 総合法律支援の充実強化（裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易

にするとともに，弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者のサービス

をより身近に受けられるようにするための総合的な支援の実施及び体制整備の充実強化を図

る。）

(2) 法曹養成制度の充実（高度の専門的な法律知識，幅広い教養，豊かな人間性及び職業倫理を

備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制を充実強化する。）

(3) 裁判外紛争解決手続の拡充・活性化（国民の権利の適切な実現に資するため，紛争の当事者

がその解決を図るのにふさわしい手続を容易に選択できるよう，裁判外の紛争解決手続につい

て，その拡充及び活性化を図る。）

(4) 法教育の推進（国民一人ひとりが，法や司法の役割を十分に認識し，法やルールにのっとっ

た紛争の適正な解決を図る力を身に付けるとともに，司法の国民的基盤の確立を図るため，法

教育を推進する。）

３ 法務に関する調査研究（内外の社会経済情勢を的確に把握し，時代の要請に適応した基本法制の

整備・運用等に資するよう，法務に関する総合的・実証的な調査研究を行う。）

(1) 社会経済情勢を踏まえた法務に関する調査研究の計画的実施と提言（内外の社会経済情勢を
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踏まえた研究題目の選定，国内外の情勢の調査研究の計画的実施と必要な刑事政策上の提言を

行う。）

Ⅱ 法秩序の確立による安全・安心な社会の維持（犯罪被害者等のための施策及び再犯防止対策を含む。）

４ 再犯の防止等の推進（再犯の防止等の推進に関する法律及び再犯防止推進計画に基づく施策の推

進を図る。）

(1) 国と地方公共団体が連携した取組の実施（国及び地方公共団体が連携した地域における効果

的な再犯防止対策の在り方について調査するとともに，その成果に基づく取組の展開を図る。）

５ 検察権の適正迅速な行使（国家刑罰権の適正かつ迅速な実現により，社会の平和を保持し，個人

及び公共の福祉を図る。）

(1) 適正迅速な検察権の行使（刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行い，裁判所に

法の正当な適用を請求し，裁判の執行を指揮監督するなどの権限を適正迅速に行使する。）

(2) 検察権行使を支える事務の適正な運営（検察活動が社会情勢の推移に即応して有効適切に行

われるようにするため，検察運営の全般にわたって改善を加え，検察機能のより一層の強化を

図る。）

６ 矯正処遇の適正な実施（被収容者の改善更生及び円滑な社会復帰を図るため，適正な矯正処遇を

実施する。）

(1) 矯正施設の適正な保安警備及び処遇体制の整備（矯正施設の適正な管理運営を維持するた

め，各種警備用機器の整備・開発の推進及びその効果的な活用等を図るとともに，研修，訓練

等を通じて職員の職務執行力の向上を図る。）

(2) 矯正施設における収容環境の維持及び適正な処遇の実施（被収容者の改善更生及び円滑な社

会復帰を図るため，被収容者の個々の状況に応じて，収容環境の維持を含めた適切な処遇を実

施する。）

(3) 矯正施設の適正な運営に必要な民間委託等の実施（職員の業務負担の軽減を図るとともに，

矯正処遇の充実を図るため，民間委託等を実施する。）

７ 更生保護活動の適切な実施（犯罪をした者及び非行のある少年の社会内における改善更生を図る

とともに，犯罪の予防を目的とした国民の活動を促進する。）

(1) 保護観察対象者等の改善更生等（保護観察対象者等の再犯防止及び改善更生のため，社会内

において適切な処遇を行うとともに，犯罪や非行のない地域社会作りのため，犯罪予防を目的

とした国民の活動を促進する。）

(2) 医療観察対象者の社会復帰（心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の社会復帰を促

進するため，医療観察対象者に対する地域社会における処遇の適正かつ円滑な実施を確保す

る。）
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８ 破壊的団体等の規制に関する調査等を通じた公共の安全の確保を図るための業務の実施（公共の

安全の確保を図るため，破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為

を行った団体の規制に関する調査，処分の請求及び規制措置を行う。）

(1) 破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査等（公共の安全の確

保を図るため，破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行

った団体の規制に関する調査，処分の請求及び規制措置を行うとともに，その調査の過程で得

られる情報を関係機関及び国民に適時適切に提供する。）

９ 破壊的団体等の規制処分の適正な審査・決定（公共の安全の確保に寄与するために行う破壊的団

体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し適正な審査及び決定を行う。）

(1) 破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制処分の適正な審査・決定（破壊的団

体及び無差別大量殺人行為を行った団体に対する規制処分に関し，適正な審査及び決定を行

う。）

Ⅲ 国民の権利擁護

10 国民の財産や身分関係の保護（経済活動や社会活動に不可欠である財産上及び身分上の権利を適

切に保全するための法制度を整備するとともに，円滑な運営を行う。）

(1) 登記事務の適正円滑な処理（不動産取引の安全と円滑，会社・法人等に係る信用の維持等を

図るとともに，登記に関する国民の利便性を向上させるため，登記事務を適正・円滑に処理す

る。）

(2) 国籍・戸籍・供託事務の適正円滑な処理（我が国における身分関係の安定及び国民の権利の

保全を図るため，国籍・戸籍・供託に関する法制度を整備し，これを適正・円滑に運営する。）

(3) 債権管理回収業の審査監督（暴力団等反社会的勢力が参入することなどを防止し，適正な債

権管理回収業務を実施させるため，債権管理回収業の許可について厳格な審査を行うととも

に，債権回収会社の業務の適正な運営を確保するため，債権回収会社に対して立入検査を中心

とした監督を行う。）

11 人権の擁護（人権の擁護に関する施策を総合的に推進する。）

(1) 人権尊重思想の普及高揚並びに人権侵害による被害の救済及び予防（人権が尊重される社

会の実現に寄与するため，人権尊重思想の普及高揚並びに人権侵害による被害の救済及び予防

を図るなど，国民の人権の擁護を積極的に行う。）

Ⅳ 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理

12 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理（国民個人の権利・利益と国の正当な利益と

の間における争訟に対して，統一的に対処し適正な調和を図る。）
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(1) 国の利害に関係のある争訟の適正・迅速な処理（国民の期待に応える司法制度の実現に寄与

するため，国の利害に関係のある争訟を適正・迅速に処理する。）

Ⅴ 出入国の公正な管理

13 出入国の公正な管理（出入国管理行政を通じて国際協調と国際交流の増進を図るとともに，不法

滞在者等を生まない社会を構築する。）

(1) 円滑な出入国審査及び不法滞在者等対策の推進（我が国の国際交流の推進及び観光立国実

現のため，円滑な出入国審査の実施を推進するとともに，安全・安心な社会の実現のため，不

法滞在者等対策を推進する。）

Ⅵ 法務行政における国際化対応・国際協力

14 法務行政における国際化対応・国際協力（外国関係機関との連携等を通じて，法務行政の国際化

や諸外国への協力に適切に対応する。）

(1) 法務行政の国際化への対応（国際化する法務行政の円滑な運営を図る。）

(2) 法務行政における国際協力の推進（国際連合と協力して行う研修や法制度整備支援等を通じ

て，支援対象国であるアジア等の開発途上国に，「法の支配」と良い統治（グッド・ガバナン

ス）を確立させ，その発展に寄与するとともに，我が国の国際社会における地位の向上等に資

するため，法務省が所掌事務に関連して有する知見等を他国に提供するなどの国際協力を推進

する。）

Ⅶ 法務行政全般の円滑かつ効率的な運営

15 法務行政全般の円滑かつ効率的な運営（説明責任の履行，透明性の確保，人的物的体制の整備確

立等を通じて，法務行政を円滑かつ効率的に運営する。）

(1) 法務行政に対する理解の促進（法務行政を国民に開かれた存在にし，その理解の促進を図

る。）

(2) 施設の整備（司法制度改革の推進や治安情勢の変化に伴って生じる新たな行政需要等を踏ま

え，十分な行政機能を果たすことができるよう，執務室等の面積が不足している施設や，長期

間の使用により老朽化した施設等について所要の整備，防災・減災対策を行う。）

(3) 法務行政の情報化（国民の利便性，行政サービスの向上を図るため，法務行政手続の情報化

を推進するとともに，法務省で運用する情報システムについて，政府全体で取り組んでいる業

務・システムの最適化を図り，業務及び情報システムの効率化を推進する。）

(4) 職員の多様性及び能力の確保（社会経済情勢の変動に適切に対応するため，職員の多様性を

確保し，能力の開発・向上を図る。）

4



平成30年度事前評価実施結果報告書

１．施策名等

施 策 名 社会経済情勢を踏まえた法務に関する調査研究の計画的実施と提言（詐

欺に関する研究）

政 策 体 系 上 法務に関する調査研究

の 位 置 付 け （Ⅰ－３－(１)）

施 策 の 概 要 内外の社会経済情勢を踏まえた研究題目の選定，国内外の情勢の調査研

究の計画的実施と必要な刑事政策上の提言を行う。

政策評価実施時期 平成30年８月 担 当 部 局 名 法務総合研究所総務企画部

企画課

評 価 方 式 事業評価方式

２．事業等の内容

（１）課題・ニーズ

「再犯防止に向けた総合対策」（平成24年７月20日犯罪対策閣僚会議決定）
*1
では，

再犯の実態や対策の効果等を調査・分析し，更に効果的な対策を検討・実施することが，

重点施策として掲げられている。また，「再犯防止推進計画」（平成29年12月15日閣議

決定）
*2
では，犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等の取組として，そ

の再犯防止等を図る上で効果的な処遇の在り方等に関する調査研究を推進することとさ

れている。

ところで，平成28年の刑法犯全体の認知件数は，ピーク時の14年の約３分の１まで減

少している一方，詐欺の認知件数は，同期間において17.2％の減少にとどまり，24年か

らは増加傾向にある。検挙人員についても，刑法犯全体ではピーク時の16年から約４割

減少しているのに対し，詐欺は，わずか7.8％の減少にとどまり，近年はおおむね横ば

いで推移している。そのため，刑法犯検挙人員全体に占める詐欺の割合も，過去最低の

13年の0.7％から28年の4.6％へと大幅に上昇している。また，28年の少年の刑法犯検挙

人員は，最近10年間で約３分の１まで減少している一方，詐欺は，同期間において31.4

％の減少にとどまり，少年による刑法犯全体の検挙人員に占める詐欺の割合も19年の0.

9％から28年の1.9％へと２倍に上昇している。入所受刑者全体の人員に占める詐欺の割

合についても，19年の7.6％から28年の9.7％へと上昇している。

加えて，詐欺では，平成28年における検挙人員のうち有前科者の割合が約４割を占め，

同一罪名前科５犯以上である者の割合も窃盗（2.7％）に次いで高い（2.5％）。また，

暴力団構成員等が約２割を占めるなど，犯罪者の特性に応じた，より細やかな再犯防止

施策を検討する必要性も高い。

さらに，特殊詐欺の認知件数は，詐欺事犯全体と同様に増加傾向にあるほか，平成28

年における被害額も400億円近くに上り，高齢者を中心に深刻な被害を生じさせている。

このような状況の下，詐欺については，警察において手口別に認知件数，検挙件数及

び検挙人員が集計されているところ，その手口分類（売付，借用，不動産利用等）によ

る統計資料や，近年別枠組みで集計されている特殊詐欺事犯（及びその態様内訳）の関

連資料等を活用することによる分析にも限界がある。また，態様別検挙人員の年齢その

他の実態が不明であることは勿論，検察以降の各過程における態様別統計が存在しない

ため，多様な詐欺事犯が，どのような刑事処分（又は保護処分）を受けているのか十分

に把握できていない。

そこで，法務総合研究所として初めての詐欺事犯の基礎研究を実施し，主として成人

に対する刑事司法手続の中での詐欺事犯者の実態を把握し，諸外国における実情も可能

な範囲で踏まえつつ，その効果的な処遇の在り方等の検討に資するものとする。
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（２）目的・目標

判決段階以降における詐欺事犯者の実態及び処分状況等を明らかにし，処遇上の課題

や今後の再犯防止策等を探るための基礎的調査とする。

（３）具体的内容

ア 研究期間

平成31年度及び32年度の２か年

イ 研究内容

（ア）詐欺事犯の動向

警察統計，検察統計，矯正統計，保護統計，犯罪被害実態調査結果等を用いて，

詐欺事犯の実態（認知件数，詐欺事犯の態様，被害者と被疑者の関係，共犯関係，

詐欺事犯者の属性等）及び詐欺事犯者の施設内及び社会内処遇の状況等を取りまと

める。

（イ）詐欺事犯と詐欺事犯者の実態調査

一定期間において，詐欺事犯により懲役刑の有罪判決を受けた者（執行猶予の有

無を問わない。）を調査対象とし，判決書その他の記録から，犯行時期，犯行の態

様，被害者像，被害金品（額）等の詐欺事犯の概要や詐欺事犯者の実態（年齢等の

属性，生活環境，宣告刑，共犯事件における役割等）を調査する。また，可能であ

れば，関係記録から共通して読み取れる項目によって詐欺事犯者の類型化を図り，

被害が深刻な特殊詐欺や発生件数の多い類型の詐欺など，効果的な対策を要する類

型に焦点を絞って，その特徴を更に明らかにする。

（ウ）詐欺事犯者の再犯状況等の調査

一定期間において，詐欺事犯により懲役刑以上の有罪判決を受けた者について，

上記の効果的な対策を要する類型を中心に再犯の実態を調査し，明らかにする。

（エ）成果物の取りまとめ

上記（ア）から（ウ）を総合して，詐欺事犯及び詐欺事犯者に対する処遇の実態

等を明らかにし，詐欺事犯の抑止や詐欺事犯者の再犯防止等に関する課題と展望を

取りまとめて，犯罪白書等として発刊する。

３．評価手法等

外部有識者等で構成される研究評価検討委員会（学者委員７名，法務省の他部局員４

名の計11名により構成）において，本研究の上記目的の是非及び達成の見込みについて

検証した上，評価基準（別紙１）第４の１に掲げる各評価項目について４段階（Ａから

Ｄ）で評価を行い，各評価に応じた評点を付すものとし，その評点の合計点に応じて，

本研究の効果について判定する。

４．評価の内容

本研究について，平成30年４月18日に実施された研究評価検討委員会の結果を踏まえ，

評価基準第４の１に掲げる各評価項目について，次のとおり評価を行った（各評価項目

の評点は別紙２のとおりである。）。

（必要性の評価項目）

本研究は，政府の「再犯防止推進計画」等に基づき，犯罪をした者等の特性に応じ，

その再犯防止等を図る上で効果的な処遇の在り方等に関する調査研究を推進するもので

ある。詐欺の検挙人員は，刑法犯全体の検挙人員が近年大幅に減少する中で，増加傾向

にあり，かつ，深刻な被害を生じているところ，本研究は，詐欺事犯者の実態を明らか

にし，その処遇の充実強化を図るなど，再犯防止施策を検討する上での重要な基礎資料

となるものであって，法務省の重要な施策に密接に関連し，実施の必要性が極めて高い。

現時点では，詐欺の実態や詐欺事犯者の処遇状況等について，刑事司法手続の各段階
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において実証的に明らかにした研究がないところ，このような調査研究を実施するため

には，多様なデータを包括的に収集し，精緻に分析することが必要となるため，法務総

合研究所以外の機関で同様の研究を行うことは著しく困難である。したがって，他の研

究機関では代替する研究を実施することは著しく困難である。

詐欺については，その手口が多様であり，詐欺事犯者もそれぞれ異なった特性等を有

するため，再犯防止対策上，特に重点を置くべき類型等を明らかにし，効果的な再犯防

止対策を講ずる必要がある。特に，詐欺の中でも，深刻な被害を生じている特殊詐欺事

犯者の実態を明らかにし，同事犯者に対する再犯防止策の充実強化が急務である。なお，

研究評価検討委員会における必要性を評価する３項目については，30点中30点であっ

た。

（効率性の評価項目）

調査の対象は，一定期間において，詐欺事犯により懲役刑の有罪判決を受けた者と

し，判決書その他の記録から実態を明らかにし，被害が深刻な特殊詐欺など，効果的な

対策を要する類型に更に絞り込んで，その処遇状況も含め調査研究を深めていくもので

あり，十分な対象者数を確保する予定である。したがって，調査対象の設定は，研究の

趣旨・目的に照らし非常に適切なものとなる見込みである。

本研究は，検察官，刑務官，法務技官，保護観察官等として，詐欺事犯者の処分・処

遇に関する実務経験を有する研究官で構成するチームで実施し，研究で用いるデータは，

判決書その他の公的な記録に基づくものであって，信頼性があり，また，その分析も統

計学的に妥当な方法で行い得るから，適切な実施体制，手法であると見込まれる。

研究に用いるデータの入手方法は，法務省の機関としての利点を生かしたものである

上，その分析方法も，研究官が専門的知見をもって既存の設備・備品等を活用して行う

ものであることを踏まえると，研究手法は，費用対効果の観点からも合理的と見込まれ

る。研究評価検討委員会における効率性を評価する３項目については，30点中30点で

あった。

（有効性の評価項目）

本研究は，詐欺及び詐欺事犯者の実態を明らかにするとともに，その処遇等の現状や

課題を整理し，再犯防止対策の在り方等を考察するものであって，過去に例のない研究

であることを踏まえると，法務省の再犯防止施策のみならず，関係省庁や大学等の研究

機関においても，多様な詐欺事犯の更なる実態解明や抑止策等の検討に必要な基礎資料

として大いに利用されることが見込まれる。研究評価検討委員会における有効性を評

価する１項目については，10点中10点であった。

（総合評価）

したがって，本研究は，必要性，効率性及び有効性のいずれの観点からも高く評価

することができ，研究評価検討委員会における評点の合計点は，70点中70点であったこ

とから，評価基準第３の３に基づき，総合評価としては，「大いに効果があることが見

込まれる」と評価できる。

５．学識経験を有する者の知見の活用

（１）実施時期

平成30年８月２日～21日

（２）実施方法

持ち回り審議

（３）意見及び反映内容の概要

なし

６．施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説等のうち主なもの）
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*1「再犯防止に向けた総合対策」（平成24年７月20日犯罪対策閣僚会議決定）

第３ 再犯防止のための重点施策

１ 対象者の特性に応じた指導及び支援を強化する

(1) 少年・若年者及び初入者に対する指導及び支援

少年・若年者及び初入者に対しては，再犯の連鎖に陥ることを早期に食い止めるために，個

々の犯罪・非行歴，家庭環境，交友関係，発達上の課題，生活設計等を的確に把握し，これら

に応じた指導・支援を集中的に実施する。

３ 再犯の実態や対策の効果等を調査・分析し，更に効果的な対策を検討・実施する。

(1) 再犯の実態や対策の有効性等に関する総合的な調査研究の実施

刑務所出所者等が再犯に至った経緯や住居・就労確保に至った状況等，再犯の実態把握や個

別具体的な再犯防止対策の効果検証のため，対象者の罪名・罪種のみならず，特性や問題性等，

複数の要素に着目した分析や研究等を継続的に実施する。

*2「再犯防止推進計画」（平成29年12月15日閣議決定）

第５ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等のための取組

１ 特性に応じた効果的な指導の実施等

(2) 具体的施策

④ 再犯の実態把握や指導等の効果検証及び効果的な処遇の在り方等に関する調査研究

法務省は，検察庁・矯正施設・保護観察所等がそれぞれ保有する情報を機動的に連携す

るデータベースを，再犯防止対策の実施状況等を踏まえ，効果的に運用することにより，

指導の一貫性・継続性を確保し，再犯の実態把握や指導等の効果検証を適切に実施すると

ともに，警察庁，文部科学省及び厚生労働省の協力を得て，犯罪をした者等の再犯の防止

等を図る上で効果的な処遇の在り方等に関する調査研究を推進する。

○ 「再犯防止に向けた総合対策」（平成24年７月20日犯罪対策閣僚会議決定）

第３ 再犯防止のための重点施策

３－(1) 再犯の実態や対策の有効性等に関する総合的な調査研究の実施

○ 「再犯防止推進計画」（平成29年12月15日閣議決定）

第５ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等のための取組

１ 特性に応じた効果的な指導の実施等

(2) 具体的施策

④ 再犯の実態把握や指導等の効果検証及び効果的な処遇の在り方等に関する

調査研究

７．政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報

なし

８．備考
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研究評価検討委員会における評価基準 

第１ 目的 

本評価基準は，研究評価検討委員会が法務省法務総合研究所研究部が実施する特別

研究（以下「研究」という。）に関する評価を実施するに当たって，同委員会におけ

る研究の評価の観点を明らかにし，より客観的な研究の評価の実施に資することを目

的とする。 

第２ 適用対象 

本評価基準は，法務省の政策評価の対象となった研究の評価を実施する場合に適用

する。ただし，当該研究の実施方法等に鑑み，本評価基準で評価することが適当でな

いと研究評価検討委員会が認める研究については，本評価基準とは別の基準で評価を

実施することができるものとする。 

第３ 評価の実施方法 

本評価基準を用いての評価方法は以下のとおりとする。 

１ 評価対象の研究に関し，研究の実施前（事前評価）及び研究の実施後（事後評価）

に，「第４ 評価項目」の「１ 事前評価」及び「２ 事後評価」に掲げる各評価項

目について評価を行うものとする。 

２ 各項目の評価は４段階（ＡからＤ）で行い，各評価に応じて，以下のとおり評点を

付すものとする。 

Ａ…評点 10 点

Ｂ…評点７点 

Ｃ…評点５点 

Ｄ…評点０点 

３ 各評価項目で付された評点を合計した点数に応じて，評価対象の研究の効果を以下

のとおり判定する。 

合計点 56 点以上 … 大いに効果があった。

合計点 49 点以上 56 点未満 … 相当程度効果があった。

合計点 35 点以上 49 点未満 … 効果があった。

合計点 35 点未満 … あまり効果がなかった。

４ 研究評価検討委員会の各委員は，法務総合研究所に対し，本評価基準による評価の

実施に必要な資料等を求めることができるものとする。 

第４ 評価項目 

１ 事前評価 

  評価対象の研究に関し，以下の項目について評価を実施する。 

(1) 法務省の施策に関連して必要なものか。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

法務省の施策においては，犯罪防止，犯罪者処遇を含め，我が国の刑事政策の

適切な策定運用が求められるが，この観点から，法務省の施策に関連するもので

あれば，当該研究の必要性は高いと認められることから，この点を評価する。 

別紙
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イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 
Ａ…法務省の重要な施策に密接に関連する研究であり，実施の必要性が極めて高

い。 

Ｂ…法務省の重要な施策に関連し，又は，法務省の施策に密接に関連する研究で

あり，実施の必要性が高い。 

Ｃ…法務省の施策に関連する研究であり，実施の必要性がある。 

Ｄ…法務省の施策に関連しない研究であり，実施の必要性が乏しい。  

(2) 代替性のない研究であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

当該研究が，他の研究機関で実施できないものであれば，当該研究は法務省で

行う必要性が高い上，研究の価値，効果も高いといえることから，この点を評価

する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 
Ａ…他の研究機関では代替する研究の実施が著しく困難である。 

Ｂ…他の研究機関では代替する研究の実施が困難である。 

Ｃ…他の研究機関でも類似の研究を実施可能であるが，代替性があるとまではい

えない。 

Ｄ…他の研究機関でも同程度の研究が実施可能である。 
(3) 早期に研究を実施すべきテーマであるか。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

研究テーマが，刑事政策上の課題となっているなど，早期に研究を実施すべき

ものであれば，当該研究の必要性が高く認められることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する 
Ａ…早期に研究を実施する必要性が極めて高いテーマである。 

Ｂ…早期に研究を実施する必要性が高いテーマである。 

Ｃ…早期に研究を実施する必要性がそれほど高くはないテーマである。 

Ｄ…早期に研究を実施する必要性がないテーマである。 

  (4) 研究における調査対象の設定が適切であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

研究の趣旨・目的に沿った研究成果を効率的に得る上で，調査対象の設定（調

査対象及びその範囲のほか，研究の性質によっては，調査対象件数や期間の設定

等を含む。）が適切になされることが重要であることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 
Ａ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は非常に適切なものとなる見込

みである。 

Ｂ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は適切なものとなる見込みであ
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る。 

Ｃ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定はおおむね適切なものとなる見

込みである。 

Ｄ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は適切ではないものとなる見込

みである。 
(5) 研究の実施体制・手法が適切であるか。  

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

当該研究が効率的になされるためには，専門性のある者等による適切な研究実

施体制の下で，信用性のあるデータが収集され，信頼性のある手法で多様な視点

から分析が行われるなど，研究の実施体制・手法が適切であることが必要である

から，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 
Ａ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は非常に適切なものとな

る見込みである。 

Ｂ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は適切なものとなる見込

みである。 

Ｃ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法はおおむね適切なものと

なる見込みである。 

Ｄ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は適切ではないものとな

る見込みである。 

(6) 研究手法が費用対効果の観点から合理的であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

当該研究が効率的であるためには，データ・資料の入手その他の研究手法が，

当該研究の趣旨・目的に沿った成果を達成する観点から，合理的な範囲の費用支

出にとどまるものであることが重要であることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 
Ａ…研究手法は費用対効果の観点から，十分に合理的なものとなる見込みである。 

Ｂ…研究手法は費用対効果の観点から，合理的なものとなる見込みである。   

Ｃ…研究手法は費用対効果の観点から，おおむね合理的なものとなる見込みであ

る。 

Ｄ…研究手法は費用対効果の観点から，合理性を欠くものとなる見込みである。 

(7) 法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や大学の研究等に利用されるか。 

ア 評価の観点【主に研究の有効性】 

当該研究の成果物が，法務省を始めとする行政機関等において法令・施策の立

案，事務運用の改善等の検討に利用され，又は，大学での研究その他の場で広く

利用されることは，当該研究が法務省の施策等に直接又は間接に役立ち得ること

を明らかにするとともに，広くは，国民の刑事政策への理解協力，ひいては犯罪

防止や犯罪者処遇の改善等につながるものであることから，この点を評価する。 

11



イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 
Ａ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に大いに利用

される見込みである。 

Ｂ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に利用される

見込みである。 

Ｃ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に多少利用さ

れる見込みである。 

Ｄ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に利用される

見込みが乏しい。 
２ 事後評価 

評価対象の研究に関し，以下の項目について評価を実施する。 

(1) 法務省の施策等に関連して必要なものか。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

法務省の施策においては，犯罪防止，犯罪者処遇を含め，我が国の刑事政策の

適切な策定運用が求められるが，実際の研究成果が，現に，この観点から，法務

省の施策に関連するものであれば，当該研究の必要性は高かったと認められるこ

とから，この点を評価する。 
イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 
Ａ…現に法務省の重要な施策に密接に関連する研究であり，実施の必要性が極め

て高かった。 

Ｂ…現に法務省の重要な施策に関連し，又は，法務省の施策に密接に関連する研

究であり，実施の必要性が高かった。 

Ｃ…現に法務省の施策に関連する研究であり，実施の必要性があった。 

Ｄ…現に法務省の施策に関連しない研究であり，実施の必要性が乏しかった。 
  (2) 代替性のない研究であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

当該研究が，他の研究機関で現に実施されておらず，実施された研究の成果が

他では得られないものであれば，当該研究は法務省で行う必要性が高かったと認

められる上，研究の価値，効果も高いといえることから，この点を評価する。  
イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…他の研究機関では代替する研究が現に実施されておらず，今後その見込みも

乏しい。 

Ｂ…他の研究機関では代替する研究が現に実施されていない。 

Ｃ…他の研究機関でも類似の研究が実施されたが，研究成果において代替性があ

るとまではいえなかった。 

Ｄ…他の研究機関でも同程度の研究が実施された。 

(3) 研究における調査対象の設定が適切であるか。 
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ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

実施された研究において，研究の趣旨・目的に沿った研究成果を効率的に得る

上で，調査対象の設定（調査対象及びその範囲のほか，研究の性質によっては，

調査対象件数や期間の設定等を含む。）が適切になされたことが重要であること

から，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 
Ａ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は非常に適切であった。 

Ｂ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は適切であった。 

Ｃ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定はおおむね適切であった。 

Ｄ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は適切ではなかった。 

(4) 研究の実施体制・手法が適切であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

当該研究が効率的になされたと評価するためには，専門性のある者等による適

切な研究実施体制の下で，信用性のあるデータが収集され，信頼性のある手法で

多様な視点から分析が行われたなど，研究の実施体制・手法が適切であったこと

が必要であるから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は非常に適切であった。 

Ｂ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は適切であった。 

Ｃ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法はおおむね適切であった。 

Ｄ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は適切ではなかった。 

(5) 研究手法が費用対効果の観点から合理的であるか。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

当該研究が効率的であるためには，実施された研究において，データ・資料の

入手その他の研究手法が，当該研究の趣旨・目的に沿った成果を達成する観点か

ら，合理的な範囲の費用支出にとどまるものであったことが重要であることから，

この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究手法は費用対効果の観点から，十分に合理的なものであった。 

Ｂ…研究手法は費用対効果の観点から，合理的なものであった。   

Ｃ…研究手法は費用対効果の観点から，おおむね合理的なものであった。 

Ｄ…研究手法は費用対効果の観点から，合理性を欠くものであった。 

(6) 研究の成果物は分かりやすいものであるか。 

ア 評価の観点【主に研究の有効性】 

当該研究の成果物の文書構成が適当であり，また，図表等による視覚的な配慮

や平易な用語の使用などによって分かりやすいものになっていることは，実際に

法務省やその他の場における利用状況に影響を与えるものであることから，この
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点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…実務家にとっても，研究の成果を利用し得る実務家以外の者にとっても分か

りやすい。 

Ｂ…実務家にとって分かりやすい。 

Ｃ…実務家にとっておおむね分かりやすい。 

Ｄ…実務家にとっても理解に時間を要する。 

(7) 法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や大学の研究等に利用されたか。 

ア 評価の観点【主に研究の有効性】 

当該研究の成果物が，法務省を始めとする行政機関等において法令・施策の立

案，事務運用の改善等の検討に利用され，又は，大学での研究等その他の場で広

く利用されたことは，当該研究が法務省の施策等に直接又は間接に役立ち得るこ

とを明らかにするとともに，広くは，国民の刑事政策への理解協力，ひいては犯

罪防止や犯罪者処遇の改善等につながるものであることから，この点を評価する。

なお，当該研究の性質上，評価実施時期までに利用されていなくても，中長期的

に見て利用される見込みが認められるものについては，その有効性を認め得るこ

とから，評価に当たってこの点を加味することとする。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 
Ａ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に大いに利用

された，又は，今後大いに利用される見込みである。 

Ｂ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に利用された，

又は，今後利用される見込みである。 

Ｃ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に多少利用さ

れた，又は，今後多少利用される見込みである。 

Ｄ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に利用されず，

かつ，今後利用される見込みも乏しい。 
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別紙２

評価 評点 参考

１
法務省の施策に関連して
必要なものか。

A 10点

　本研究は，政府の「再犯防止推進計画」等に基づ
き，犯罪をした者等の特性に応じ，その再犯防止等を
図る上で効果的な処遇の在り方等に関する調査研究を
推進するものである。詐欺の検挙人員は，刑法犯全体
の検挙人員が近年大幅に減少する中で，増加傾向にあ
り，かつ，深刻な被害を生じているところ，本研究
は，詐欺事犯者の実態を明らかにし，その処遇の充実
強化を図るなど，再犯防止施策を検討する上での重要
な基礎資料となるものであって，法務省の重要な施策
に密接に関連し，実施の必要性が極めて高い。

２
代替性のない研究である
か。

A 10点

　現時点では，詐欺の実態や詐欺事犯者の処遇状況等
について，刑事司法手続の各段階において実証的に明
らかにした研究がないところ，このような調査研究を
実施するためには，多様なデータを包括的に収集し，
精緻に分析することが必要となるため，法務総合研究
所以外の機関で同様の研究を行うことは著しく困難で
ある。したがって，他の研究機関では代替する研究を
実施することは著しく困難である。

３
早期に研究を実施すべき
テーマであるか。

A 10点

　詐欺については，その手口が多様であり，詐欺事犯
者もそれぞれ異なった特性等を有するため，再犯防止
対策上，特に重点を置くべき類型等を明らかにし，効
果的な再犯防止対策を講ずる必要がある。特に，詐欺
の中でも，深刻な被害を生じている特殊詐欺事犯者の
実態を明らかににし，同事犯者に対する再犯防止策の
充実強化が急務である。

４
研究における調査対象の
設定が適切であるか。

A 10点

　調査の対象は，一定期間において，詐欺事犯により
懲役刑の有罪判決を受けた者とし，判決書その他の記
録から実態を明らかにし，被害が深刻な特殊詐欺な
ど，効果的な対策を要する類型に更に絞り込んで，そ
の処遇状況も含め調査研究を深めていくものであり，
十分な対象者数を確保する予定である。したがって，
調査対象の設定は，研究の趣旨・目的に照らし非常に
適切なものとなる見込みである。

５
研究の実施体制・手法が
適切であるか。

A 10点

　本研究は，検察官，刑務官，法務技官，保護観察官
等として，詐欺事犯者の処分・処遇に関する実務経験
を有する研究官で構成するチームで実施し，研究で用
いるデータは，判決書その他の公的な記録に基づくも
のであって，信頼性があり，また，その分析も統計学
的に妥当な方法で行い得るから，適切な実施体制，手
法であると見込まれる。

６
研究手法が費用対効果の
観点から合理的である
か。

A 10点

　研究に用いるデータの入手方法は，法務省機関とし
ての利点を生かしたものである上，その分析方法も，
研究官が専門的知見をもって既存の設備・備品等を活
用して行うものであることを踏まえると，研究手法
は，費用対効果の観点からも合理的と見込まれる。

有
効
性

７

法令・施策の立案，事務
運用の改善等の検討や，
大学の研究等に利用され
るか。

A 10点

　本研究は，詐欺及び詐欺事犯者の実態を明らかにす
るとともに，その処遇等の現状や課題を整理し，再犯
防止対策の在り方等を考察するものであって，過去に
例のない研究であることを踏まえると，法務省の再犯
防止施策のみならず，関係省庁や大学等の研究機関に
おいても，多様な詐欺事犯の更なる実態解明や抑止策
等の検討に必要な基礎資料として大いに利用されるこ
とが見込まれる。

70点

事前評価結果表

【詐欺に関する研究】

評価項目

必
要
性

効
率
性

評点合計：
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